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委
託
費
は
、
前
回
と
比
べ

て
約
70
万
円
増
額
と
な
り

ま
す
。
そ
の
他
の
支
出
を

見
直
し
、
予
算
の
見
通
し

が
立
ち
ま
し
た
。

質
問

予
算
の
見
通
し

と
は
。
そ
の
具

体
は
。

答
弁

生
涯
学
習
課
長　

各
部
門
で
の
入

賞
枠
を
、
前
回
ま
で
の
10

進
展
等
に
伴
い
、
移
動
制

約
者
に
対
す
る
個
別
運
送

サ
ー
ビ
ス
の
需
要
が
急
増

し
た
た
め
、
法
改
正
に
よ

り
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
今

回
、
地
域
住
民
の
生
活
維

持
に
必
要
な
移
動
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
事
務
・
権
限

に
つ
い
て
、
地
域
で
判
断

で
き
る
裁
量
を
拡
大
す
る

た
め
に
移
譲
す
る
も
の
で

す
。
現
在
協
議
が
進
め
ら

れ
て
い
る
段
階
で
す
の

で
、
結
論
を
見
き
わ
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

解
を
得
な
が
ら
再
度
検
討

解
を
得
な
が
ら
再
度
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。
す
。

選
挙
用
ポ
ス
タ
ー　

選
挙
用
ポ
ス
タ
ー　

掲
示
板
の
設
置
場
所

掲
示
板
の
設
置
場
所

質
問

国
道
に
面
し
、

国
道
に
面
し
、

非
常
に
危
険
な

非
常
に
危
険
な

場
所
に
ポ
ス
タ
ー
掲
示
板

場
所
に
ポ
ス
タ
ー
掲
示
板

が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、

が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、

今
後
見
直
し
の
考
え
は
。

今
後
見
直
し
の
考
え
は
。

答
弁

総
務
課
長　

総
務
課
長　

町町

内
１
３
４
ヵ
所

内
１
３
４
ヵ
所

あ
る
設
置
場
所
を
改
め
て

あ
る
設
置
場
所
を
改
め
て

確
認
し
、
危
険
な
場
所
に

確
認
し
、
危
険
な
場
所
に

つ
い
て
は
次
の
選
挙
に
向

つ
い
て
は
次
の
選
挙
に
向

け
て
適
宜
変
更
し
て
い
き

け
て
適
宜
変
更
し
て
い
き

ま
す
。

ま
す
。

は
。答

弁
生
涯
学
習
課
長

生
涯
学
習
課
長　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
ポ
ス
タ
ー
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
そ
の
旨
を
掲
載

し
ま
し
た
。
開
催
の
約
３

週
間
前
に
送
付
す
る
際
、

案
内
の
冊
子
も
同
封
し
、

周
知
を
図
り
ま
す
。

質
問

当
初
予
算
で
賄

う
こ
と
は
可
能

か
。答

弁
生
涯
学
習
課
長　

運
営
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
お

り
、
今
は
国
交
省
の
地
方

運
輸
支
局
が
事
業
者
の
登

録
審
査
や
監
督
を
し
て
い

る
。
こ
れ
を
町
に
委
ね
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

町
の
活
性
化
や
高
齢
者
の

元
気
に
つ
な
が
る
﹁
チ
ャ

ン
ス
﹂
と
受
け
と
め
、
権

限
移
譲
の
希
望
を
示
す
べ

き
と
考
え
る
が
、
町
の
見

解
は
。

答
弁

政
策
推
進
課
長　

自
家
用
有
償
旅

客
運
送
制
度
は
、
過
疎
化

の
進
行
等
に
よ
る
路
線
バ

ス
の
撤
退
や
、
高
齢
化
の

定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

旧
上
野
台
中
学
校

旧
上
野
台
中
学
校

の
用
地
活
用
は

の
用
地
活
用
は

質
問

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

事
業
の
説
明
会

事
業
の
説
明
会

の
内
容
と
、
今
後
の
用
地

の
内
容
と
、
今
後
の
用
地

活
用
計
画
は
。

活
用
計
画
は
。

答
弁

政
策
推
進
課
長　

政
策
推
進
課
長　

旧
上
野
台
中
学

旧
上
野
台
中
学

校
用
地
に
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

校
用
地
に
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー

を
整
備
す
る
計
画
の
説
明

を
整
備
す
る
計
画
の
説
明

会
を
行
な
い
ま
し
た
が
、

会
を
行
な
い
ま
し
た
が
、

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
賛

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
の
賛

同
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

同
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
後
、
行
政
区
で

た
。
そ
の
後
、
行
政
区
で

行
な
っ
た
東
小
川
地
区
の

行
な
っ
た
東
小
川
地
区
の

方
々
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

方
々
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

に
基
づ
き
、
皆
さ
ん
の
理

に
基
づ
き
、
皆
さ
ん
の
理

質
問

今
大
会
か
ら
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

計
測
チ
ッ
プ
を
事
前
送
付

す
る
と
の
こ
と
。
変
更
に

至
っ
た
経
緯
・
経
過
は
。

答
弁

生
涯
学
習
課
長　

受
付
の
混
雑
緩

和
や
窓
口
の
人
員
削
減
、

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
配
付

誤
り
の
解
消
等
、
メ
リ
ッ

ト
を
考
慮
し
て
、
以
前
か

ら
検
討
し
て
い
ま
し
た
。

質
問

具
体
的
な
周
知

具
体
的
な
周
知

方方

法

と

対

応

質
問

国
土
交
通
省

は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
等
が
自
家
用
車
で
高
齢

者
な
ど
を
有
料
送
迎
す
る

﹁
自
家
用
有
償
旅
客
運
送

制
度
﹂
の
事
務
や
権
限
に

つ
い
て
、
希
望
す
る
市
町

村
に
移
す
方
針
を
決
め

た
。
住
民
に
身
近
な
市
町

村
が
公
共
交
通
行
政
を
担

う
こ
と
で
、
地
域
の
要
望

や
課
題
に
迅
速
な
対
応
が

で
き
る
効
果
も
期
待
さ
れ

る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
制
度
は
、
買
い
物

や
通
院
が
困
難
な
高
齢
者

が
ふ
え
る
中
で
、
バ
ス
や

タ
ク
シ
ー
が
な
い
交
通
空

白
地
域
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や

社
会
福
祉
法
人
な
ど
が

質
問

国
道
２
５
４
号

国
道
２
５
４
号

バ
イ
パ
ス
等
の

バ
イ
パ
ス
等
の

交
通
渋
滞
解
消
の
た
め
、

交
通
渋
滞
解
消
の
た
め
、

県
と
小
川
町
・
寄
居
町
で

県
と
小
川
町
・
寄
居
町
で

進
め
て
い
る
道
路
改
良
事

進
め
て
い
る
道
路
改
良
事

業
に
つ
い
て
、
町
の
町
道

業
に
つ
い
て
、
町
の
町
道

部
分
だ
け
が
片
側
歩
道
で

部
分
だ
け
が
片
側
歩
道
で

進
め
ら
れ
て
い
る
。
①
今

進
め
ら
れ
て
い
る
。
①
今

後
、
県
・
寄
居
町
に
合
わ

後
、
県
・
寄
居
町
に
合
わ

せ
変
更
す
る
考
え
は　

②

せ
変
更
す
る
考
え
は　

②

住
民
の
安
全
と
交
通
の
利

住
民
の
安
全
と
交
通
の
利

便
を
考
え
て
い
る
の
か　

便
を
考
え
て
い
る
の
か　

③
住
民
へ
の
説
明
を
行
な

③
住
民
へ
の
説
明
を
行
な

う
予
定
は
。

う
予
定
は
。

答
弁

建
設
課
長　

建
設
課
長　

①①

当
初
の
設
計
ど

当
初
の
設
計
ど

お
り
片
側
歩
道
で
進
め
ま

お
り
片
側
歩
道
で
進
め
ま

す　

②
警
察
と
協
議
し
な

す　

②
警
察
と
協
議
し
な

が
ら
住
民
の
安
全
を
図
り

が
ら
住
民
の
安
全
を
図
り

ま
す　

③
住
民
説
明
の
予

ま
す　

③
住
民
説
明
の
予

自家用有償旅客運送制度

活性化のために権限移譲を

道路整備

町道部分だけ片側歩道ってどうなの？

ス
ポ
ー
ツ
振
興

和
紙
マ
ラ
ソ
ン
の
さ
ら
な
る
充
実
は

実
行
委
員
会
で
協
議
し
ま
す

現在協議を進めています現在協議を進めています

当初の設計どおり変更しない

髙瀬　勉議員

井口亮一議員

柴崎　勝議員

位
か
ら
８
位
に
改
め
ま
す
。

ま
た
、
副
賞
の
景
品
も
精

査
し
て
、
委
託
料
の
増
額

分
を
調
整
し
ま
し
た
。

質
問

前
回
大
会
ま
で

受
付
に
要
し
て

い
た
人
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
役
割
分
担
の
再
考

は
。答

弁
生
涯
学
習
課
長　

受
付
に
要
す
る

人
員
は
、
今
ま
で
の
お
お

む
ね
半
数
で
賄
え
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
役
割
分
担

と
割
り
振
り
は
、
代
替
え

業
務
等
を
視
野
に
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

変更に伴う混乱が
ないように願っています

「チャンス」と受けとめて　
手を挙げよう！

子どもたちが安全に　　
通学できるのにな～

第20回大会危険な掲示場所


